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( ( ( ( 目的及び設置目的及び設置目的及び設置目的及び設置))))    
 
 

第第第第    1111    条条条条    当院ならびに関連医療機関において行われる医療行為及び医学の研究に

ついて、ヘルシンキ宣言および厚生労働省の指針等の倫理指針を参考とし、かつ当

院の診療状況や地域情勢を加味し倫理的配慮を図るため、倫理委員会(以下「委員

会」という)を設置する。 
 
 
 
 
( ( ( ( 所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項))))    
 
 

第第第第    2222    条条条条    委員会は、前条の目的を図るため、次に掲げる事項を倫理的観点から審議・

審査し、その結果を院長に答申する。 
 

(1)検査に関すること 
 

(2)治療に関すること 
 

(3)臨床研究および疫学研究に関すること (疫学研究の倫理指針に該当する事項) 
 

(5)告知に関すること 
 

(6)その他医療行為全般に係る患者の基本的権利の擁護に関すること 
 
 
 
 
( ( ( ( 委委委委    員員員員    等等等等))))    

 
 
第第第第    3333    条条条条    当該委員会は、院長が任命する次に掲げる者をもって構成する。 
 
 
委員長 院長（代行：副院長） 
 
副委員長 副院長 
 
委員 看護師、法人理事、当院事務長、当院医療コンサルタント、 
 

（院外委員）社会的見識者、一般の立場の者など） 
 

※社会的見識者、一般の立場の者は必要時に参加 
 

※必要時に他職員等（患者又はその家族を含む）を随時参加させること

が出来る。但し、審議に加わることはできない。 



尚、委員の任期は 2 年とするが再任は妨げない。 
 
 
 
 

 
( ( ( ( 委員長等委員長等委員長等委員長等))))    
 
 
第第第第    4444    条条条条    委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 
 
 

2 2 2 2 委員長が職務を遂行できない場合は、副委員長もしくは法人理事が委員長の職務

を代行する。 
 
 
3 3 3 3 委員長は、関連する会議に出席して、議題を提起する事が出来る。 
 
 
 
 
( ( ( ( 会会会会    議議議議    等等等等))))    
 
 
第第第第    5555    条条条条 委員会の会議は、委員長が召集し、議長にあたる。 
 
 

2 2 2 2 委員会は原則として年    2    回以上開催するものとする。但し必要時には開催すること

ができる。 
 
 

5 5 5 5 委員会は、必要に応じて、委員以外の者に対し、会議への出席、意見又は資料の

提出を求めることができる。 
 
 

6 6 6 6 委員長及び副委員長は、委員が職種・職位等にかかわらず自由に意見表明等が

できるように努めなければならない。 
 
 
 
 
（議事等）（議事等）（議事等）（議事等）    
 
 

第第第第    6666    条条条条    倫理委員会及び臨床倫理部会は、院外委員を除く委員の    2    分の    1    以上の

出席が無ければ議事を開くことが出来ない。 
 
 

2 2 2 2 議決を要する事項については、出席委員の    3    分の    2    以上の賛成をもって決定する。

但し、委員は、自己の申請課題に係る審査に加わることができない。 なお、議決を要し

ない審議事項については合議によるものとし多数決による決定は行わないことを原則

とする。 
 
 
 
 



（諸問題の対応）（諸問題の対応）（諸問題の対応）（諸問題の対応）    
 
 

第第第第    7777    条条条条    委員会は、院内で問題が発生した場合には、その大小を問わず、事実関係

の把握のため、関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 
 
 

（資料の収集等）第（資料の収集等）第（資料の収集等）第（資料の収集等）第    8888    条条条条    委員会は、活動に役立つ資料を収集し備え置か

なければならない。 
 
 
2222    委員会は前項により収集した資料に基づき具体策の検討を行わなければならない。 
 
 
 
 
( ( ( ( 情報の取扱い情報の取扱い情報の取扱い情報の取扱い))))    
 
 

第第第第    9999    条条条条    委員会の委員は、その職務に関して知りえた事項は、委員会の承諾なくして

第三者に公開してはならない。 
 
 
 
 
（その他の事項）（その他の事項）（その他の事項）（その他の事項）    
 
 
第第第第    10101010    条条条条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は委員会が定める。 
 
 
 
 
附 則 
 
この規程は、平成 18 年 10 月 1 日より施行する。 
 
 
 
 
余剰検体およびその他の医療情報の取り扱いについて余剰検体およびその他の医療情報の取り扱いについて余剰検体およびその他の医療情報の取り扱いについて余剰検体およびその他の医療情報の取り扱いについて    
 
 

診療後に不要になった検体（以下これらを「余剰検体」と総称します）、もしくはその

他の医療情報 (画像データ等)を研究利用させていただく場合、原則として提供者であ

る患者さんに研究への利用の同意をいただくことになっていますが、研究対象となる患

者さんご本人から同意を取ることが不可能と判断した場合、その判断が妥当であり、か

つ研究が公衆衛生の向上のために必要で、当院倫理審査委員会の審査において承

認されれば、院長の許可を持って患者さんの同意なしに研究に利用をさせていただき

ます。 
 



余剰検体およびその他の医療情報の利用については「臨床検査を終了した検体の

業務、教育、研究のための使用について (日本臨床検査医学会の見解)」、「疫学研究

に関する倫理指針」および「個人情報保護法」を遵守し行っております。 

 

上記のうち、同意しがたい事項がある場合は、御手数ですが医師もしくは医療スタッ

フへお申し出ください。お申し出がないものについては、上記の運用で余剰検体および

その他の医療情報を取り扱わせていただきます。また、これらのお申し出は、後からい

つでも撤回、変更等をすることができます。 
 
 

ひつもと内科循環器科医院院

長 櫃本孝志 
 


